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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人情報処理学会（IPSJ）及び一般

財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり，

日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS X 0164 の規格群には，次に示す部編成がある。 

JIS X 0164-1 IT アセットマネジメント－第 1 部：IT アセットマネジメントシステム－要求事項 

JIS X 0164-2 ソフトウェア資産管理－第 2 部：ソフトウェア識別タグ 

JIS X 0164-3 IT アセットマネジメント－第 3 部：権利スキーマ 

JIS X 0164-4 IT アセットマネジメント－第 4 部：資源利用測定 
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 (ISO/IEC 19770-3：2016) 

IT アセットマネジメント－第 3 部：権利スキーマ 

IT asset management-Part 3: Entitlement schema 

 

序文 

この規格は，2016 年に第 1 版として発行された ISO/IEC 19770-3 を基に，技術的内容及び構成を変更す

ることなく作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

この規格は，利用する権利，制限及び測定法を含むソフトウェア使用権の詳細をカプセル化するスキー

マの技術的な定義を提供する。 

この規格の主要な目的は，次の二つである。 

a) 資格の権利，制限及び測定法を記述するときに使う共通の専門用語の基準を定義する。 

b) ソフトウェアのライセンスに付与する権利，制限及び測定法の効果的な記述のスキーマを定義する。 

権利スキーマ（Ent）で定義する仕様は，ライセンスの権利及び制限の遵守を確かなものにする助けとし

て，また，ライセンス使用を 適化し，かつ，コストをマネジメントするために使用できる。Ent 生成者

は，自動処理を可能とするデータを定義することが推奨されるが，そのデータが自動計測されることは必

須としない。データ構造は，ソフトウェアライセンスの合意事項に含まれるいかなる種類の契約条件にも

対応できることが意図されている。 

この規格は，JIS X 0164-1 で定義されるソフトウェアアセットマネジメント（SAM）プロセスを支援す

る。また，JIS X 0164-2 で定義されるソフトウェア識別タグと協調するように設計されている。ソフトウ

ェア使用権の分野での標準化は，統一された形式，測定可能なデータを SAM 実践のライセンス遵守，及

びライセンス 適化の両プロセスのために提供する。 

この規格は，ソフトウェアアセットマネジメント又は Ent に関連するプロセスのための要求事項又は推

奨事項を規定しない。ソフトウェアアセットマネジメントプロセスは，JIS X 0164-1 の適用範囲である。 

この規格は，次のような実用的な原則を念頭に開発されている。 

－ 過去の権利情報が最大限利用可能である Ent 又はソフトウェア権利スキーマは，既存の権利情報で

大限利用可能であり，全ての今までのライセンス取引を含めることを意図している。仕様は，権利

プロセス及び実践において，改良のための多くの機会を提供している一方で，Ent レコードでコード

化することを妨げないで既存のライセンス取引を扱うことを可能にしている。 

－ JIS X 0164-2 と最大限可能な限りの協調をする この規格は，JIS X 0164-2（ソフトウェア識別タグ）

と密接に協調することを目指している。これは，理解及びそれらの共同使用を容易にする。 

この標準化されたスキーマが，ソフトウェア及びソフトウェア使用権の生成，ライセンス処理，配付，

リリース，インストール及びマネジメントの推進に関わる全てのステークホルダーに恩恵を与えることを

意図している。 

－ Ent を提供するソフトウェアライセンス提供者の便益には，次のものが含まれるが，これらに限定さ


